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議案甲第２０号 

 

   多久市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例  

 

多久市職員特殊勤務手当支給条例（昭和４５年多久市条例第６号）の一部を

次のように改正する。  

 

 附則第３項の前の見出しを「（特定新型インフルエンザ等に係る防疫等作業

手当の特例）」に改め、同項を次のように改める。  

３ 職員が、特定新型インフルエンザ等（新型インフルエンザ等対策特別措置

法（平成２４年法律第３１号）第２条第１号に規定する新型インフルエンザ

等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第１５条第１項に規定する政府

対策本部が設置されたもの（規則で定めるものに限る。）をいう。）から市

民等の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって規則

で定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合にお

いて、第５条の規定は適用しない。  

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

 新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業手当の特例措置について廃止す



 2 

るため、条例の一部を改正する必要がある。  
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議案甲第２１号 

 

   令和４年度北多久公民館建設工事の請負契約の一部変更について 

 

 令和４年度北多久公民館建設工事の請負契約（令和４年６月２０日議決、議

案甲２２号）の一部を次のように変更する。  

 

 契約の金額の項中「４０４，８００，０００円」を「４１２，２４９，２０

０円」に改める。  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

（提案理由） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、この案を提案する。  
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報告第３号 

 

   令和４年度多久市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について    

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第１項の規定に基

づき、令和４年度多久市一般会計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を繰

り越したので、同条第２項の規定により、別紙のとおり報告する。  

 

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第４号 

 

   令和４年度多久市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書

の報告について  

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第１項の規定に基

づき、令和４年度多久市公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費に係る歳出

予算の経費を繰り越したので、同条第２項の規定により、別紙のとおり報告す

る。 

 

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第５号 

 

   令和４年度多久市農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算    

書の報告について  

 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第１項の規定に基

づき、令和４年度多久市農業集落排水事業特別会計予算の繰越明許費に係る歳

出予算の経費を繰り越したので、同条第２項の規定により、別紙のとおり報告

する。 

 

 

   令和５年６月５日  

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第６号 

 

   令和４年度多久市土地開発公社事業報告及び決算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和４年度多久市土地開発公社事業報告及び決算について別冊のとおり報

告する。 

 

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     



 12 

報告第７号 

 

   令和５年度多久市土地開発公社事業計画及び予算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和５年度多久市土地開発公社事業計画及び予算について別冊のとおり報

告する。 

 

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第８号 

 

   令和４年度公益財団法人「孔子の里」事業報告及び決算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和４年度公益財団法人「孔子の里」事業報告及び決算について別冊のと

おり報告する。 

 

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第９号 

 

   令和５年度公益財団法人「孔子の里」事業計画及び予算について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和５年度公益財団法人「孔子の里」事業計画及び予算について別冊のと

おり報告する。 

 

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     



 15 

報告第１０号 

 

   令和４年度一般財団法人「多久市学校給食振興会」事業報告及び

決算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和４年度一般財団法人「多久市学校給食振興会」事業報告及び決算につ

いて別冊のとおり報告する。  

 

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     
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報告第１１号 

 

   令和５年度一般財団法人「多久市学校給食振興会」事業計画及び

予算について  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基づ

き、令和５年度一般財団法人「多久市学校給食振興会」事業計画及び予算につ

いて別冊のとおり報告する。  

 

 

   令和５年６月５日 

 

                 多久市長  横 尾  俊 彦     

 

 


